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平成 24 年度における契約状況のフォローアップ 

平成 25 年 8 月 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 

1．平成 20 年度と平成 24 年度に締結した契約の状況 

（単位：件、億円） 

平成 20 年度 平成 24 年度 比較増△減 見直し計画 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等
（60.3％） 

3,774 

（58.6％）

866

（88.5％）

4,122

（87.2％）

1,245

（9.2％）

348

（43.8％）

379

（82.2％）

5,147

（86.7％） 

1,279 

企画競争・公募
（14.3％） 

898 

（7.8％）

115

（6.8％）

317

（5.5％）

79

（△64.7％）

△581

（△31.3％）

△36

（11.3％）

705

（6.6％） 

98 

競争性のある

契約（小計）

（74.6％） 

4,672 

（66.4％）

981

（95.3％）

4,439

（92.8％）

1,324

（△5.0％）

△233

（35.0％）

343

（93.5％）

5,852

（93.3％） 

1,377 

競争性のない

随意契約 

（25.4％） 

1,587 

（33.6％）

496

（4.7％）

221

（7.2％）

103

（△86.1％）

△1,366

（△79.2％）

△393

（6.5％）

407

（6.7％） 

99 

合 計 
（100％） 

6,259 

（100％）

1,476

（100％）

4,660

（100％）

1,427

（△25.5％）

△1,599

（△3.3％）

△49

（100％）

6,259

（100％） 

1,476 

（注1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注2） 比較増△減の（ ）書きは、平成 24 年度の対 20 年度伸率である。 

（注3） 見直し計画の計数等は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）」に基づき公表した見直し計画である。 

 

 

 



2．見直し計画に掲げた競争性のない随意契約の割合に到達しなかった主な理由 

原子力損害賠償補償契約について「原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の一部を改正（2012 年（平成 24 年）4月 1

日施行）」に伴う増額分及び減額分を相殺した結果、約 6億円が増額となったため。 

 

   高速増殖炉（ＦＢＲ）実証炉の基本設計開始までのＦＢＲ開発のエンジニアリング等を行う契約について約 26 億円が増額と

なったため。 

 

3. 平成 24 年度における競争性のない随意契約のうち、会計法等の規定により随意契約によることができるとされている場合に 

相当する契約 

  件数：   168 件（76.0％）※競争性のない随意契約 221 件に対する比率    

金額：   39 億円（37.9％）※競争性のない随意契約 103 億円に対する比率 

 

  



4．一者応札・応募の改善状況 

（単位：件、億円） 

 平成 20 年度 平成 24 年度 比較増△減 

２者以上
件数  1,372  （35.1％） 2,396（62.6％） 1,024（74.6％）

金額   321 （40.5％） 752（73.1％） 431（134.3％）

１者以下
件数   2,536 （64.9％） 1,433（37.4％） △1,103（△43.5％）

金額   472 （59.5％） 277（26.9％） △195（△41.3％）

合 計 
件数  3,908 （100％） 3,829（100％） △79（△2.0％）

金額   794 （100％） 1,029（100％） 235（29.6％）

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った係数である。 

（注３）比較増△減の（ ）書きは、平成 24 年度の対 20 年度伸率である。 

 

 

5．一者応札、一者応募に係る改善方策（URL http://www.jaea.go.jp/02/keiyaku/minaoshi-f22-kaizenn.pdf）※リンクを張って下さい。 

平成 22 年 7 月に公表したアンケート結果（URL http://www.jaea.go.jp/02/keiyaku/minaoshi-f22-kaizenn.pdf）に基づく改善

方策に加え、次の方策を実施している。 

①平成 24 年 1 月より電子入札の導入 

②平成 24 年 4 月より従来の競争参加資格に加え、国の競争参加資格者も当機構の有資格者とする競争参加資格の拡大 

 

 



 

 

 

6．法人と一定の関係を有する法人（関係法人等）との契約状況  

（単位：件、億円） 

 
関係法人等が契約の 

相手方となった案件 

 

二者以上が 

応札・応募した案件 

 

関係法人等のみが 
応札・応募した案件 

一般競争入札 
件数 595 526 140

金額 156 150 81

指名競争入札 
件数 10 10 5

金額 7 7 4

企画競争 
件数 0 0 0

金額 0 0 0

公募 
件数 9 0 0

金額 1 0 0

小計 
件数 614 536 145

金額 164 157 85

競争性のない 

随意契約 

件数 6 － － 

金額 1 － － 

合計 
件数 620 － － 

金額 165 － － 

（注１）「独立行政法人の行う契約に係る情報の公表について」（平成 23 年６月３日内閣官房行政改革推進室長）により、平成 23 年７月１日以降に公示・公募等がされ

た案件のうち、独立行政法人と一定の関係を有する法人が契約の相手方となる案件については、当該法人との間の取引等の状況等を公表することとされている。 

（注２）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注３）関係法人等とは、以下の類型に該当する法人をいう。 
   (1) 関 係 法 人：次の①及び②のいずれにも該当する法人 



            ①当法人の役員経験者が再就職している、又は課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。 
            ②総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引割合が３分の１以上である。 
   (2) 特 定 関 連 会 社：「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」第 107 に規定する会社（当法人が議決権の過半数を所有等） 
   (3) 関 連 会 社：「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」第 118 に規定する会社（当法人が議決権の 100 分の 20 以上を所有等） 
   (4) 関 連 公 益 法 人 等：「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」第 129 に規定する公益法人等（理事のうち当法人 OB が占める割合が３分の１以上等） 

 


